
約款 新旧対照表 

『さくらのクラウドサービス約款』 

※表中「旧約款表記」内青文字部分を「新約款表記」赤文字へ変更 

該当箇所 旧約款表記 新約款表記 内容 

第１８節 

新設 

（新設） 

第１８節 ちょこっとデータ変換/加工（以下、本節において「本オプションサービス」といいます。） 

第１０４条（本オプションサービスの内容） 

１．本オプションサービスは、株式会社ユニリタ（以下、本節において「ライセンサー」といいます。）が提

供するちょこっとデータ変換/加工（以下、本節において「ライセンサー提供サービス」といいます。）を本

基本サービス上で利用できるサービスです。なお、本オプションサービスは、ライセンサー提供サービスと、

Microsoft Corporation が提供する Windows Server とが併せて提供されます。 

・新しくリリースするオプションサービス

について、条文を追加いたします。 

新設 

（新設） 

第１０５条（上位規約） 

１．利用者は、ライセンサーが定める、利用者が本オプションサービスの利用を行っている時点における最

新の「クラウドサービス利用約款」（以下、本節において「上位規約」という）を遵守するものとします。 

２．利用者は、Microsoft Corporation が定める、利用者が本オプションサービスの利用を行っている時点

における最新の「エンドユーザーライセンス条項」を遵守するものとします。 

・新しくリリースするオプションサービス

について、条文を追加いたします。 

新設 

（新設） 

第１０６条（利用契約の終了） 

１．本基本サービスに関する利用契約が終了した場合、利用中の本オプションサービスの利用契約について

も当然に終了するものとします。 

２．利用者は、本オプションサービスの利用契約の終了時期にかかわらず、当該利用契約の終了日が属する

月の本オプションサービスの料金の全額を支払うものとします。 

・新しくリリースするオプションサービス

について、条文を追加いたします。 

新設 

（新設） 

第１０７条（サポート） 

１．利用者は、本オプションサービスの使用方法、機能及び上位規約に関するサポートについては、ライセ

ンサーが提供するサポートサービスを利用するものとします。当社はこれらのサポートを行いません。 

２．前項に定めるサポートを除く、本オプションサービスに関する問い合わせについては、当社が対応する

ものとします。ただしサポートの内容によっては、当社の判断に基づき、当社から利用者へ連絡の上、当社

及びライセンサーが共同で利用者に対しサポートを行うことがあります。 

・新しくリリースするオプションサービス

について、条文を追加いたします。 

新設 

（新設） 

第１０８条（サービスの内容の変更又は廃止） 

１．当社は、ライセンサーの解散若しくはライセンサー提供サービスの内容の変更又は廃止等の事情により、

本オプションサービスの内容の変更又は廃止をする場合があります。当社はこれらについて、遅滞なく利用

者に対して通知するよう努めますが、当該変更又は廃止、並びに当該通知の遅延について当社は一切の責任

を負わないものとします。 

・新しくリリースするオプションサービス

について、条文を追加いたします。 

新設 

（新設） 

第１０９条（免責） 

１．本オプションサービスに起因して利用者が本基本サービスを利用できなかった場合において、第９条に

定める品質保証は適用しないものとします。 

・新しくリリースするオプションサービス

について、条文を追加いたします。 

附則 

第１条 

第１条（適用開始） 

この約款は、２０２０年７月２日から適用されたさくらのクラウドサービス約款を変更したものであり、基

本約款における約款の変更の規定に基づき、２０２０年９月２４日より適用されます。 

第１条（適用開始） 

この約款は、２０２０年９月２４日から適用されたさくらのクラウドサービス約款を変更したものであり、

基本約款における約款の変更の規定に基づき、２０２０年１０月８日より適用されます。 

・本改定に伴う適用日の変更を行います。 

 

 

 


